


総　　目　　次

要　旨

　目　次

　はしがき

　１．観光のメガ・トレンド ……………………………………………………………………… １

　２．自律的観光開発と人間の安全保障 ………………………………………………………… ３

　３．自律的観光開発による成果 ………………………………………………………………… ５

　４．自律的観光開発のための協力・支援の仕組み …………………………………………… ７

　５．地域からのアプローチ・方策 ……………………………………………………………… ９

　６．地域からのアプローチ・方策への協力・支援 …………………………………………… 17

　７．地域主体の活動への協力・支援 …………………………………………………………… 19

Community Based Tourism Development

　Contents

　Preface

　１．Mega Trends in Tourism ……………………………………………………………………… 27

　２．Autonomous Tourism Development and Human Security …………………………………… 28

　３．Positive Effects of Autonomous Tourism Development ……………………………………… 29

　４．Mechanism of Cooperation and Aid for Autonomous Tourism Development ………………… 30

　５．Approach / Measures from the Region ………………………………………………………… 32

　６．Cooperation / Aid for Approaches / Measures from the Region ……………………………… 37

　７．International Cooperation for te Actions by Region …………………………………………… 38

　８．Conclusion ……………………………………………………………………………………… 40



本　編

　目　次

　１．はじめに ……………………………………………………………………………………… 47

　２．概　要 ………………………………………………………………………………………… 49

　３．「自律的観光」：地域振興のための観光開発方針として ………………………………… 52

　４．地域主体の観光開発へのアプローチ・方策 ……………………………………………… 61

　５．地域主体の活動への協力・支援 …………………………………………………………… 84

　６．結びとして …………………………………………………………………………………… 92

資料編

　目次

　資料１．これまでの技術協力の傾向と今後の方向性（過去のプロジェクト研究より）…… 97

　資料２．地域振興のための観光開発の意義 …………………………………………………… 104

　資料３．検討会議事録 …………………………………………………………………………… 109



要　　旨



目　　　　　次

はしがき

１．観光のメガ・トレンド ………………………………………………………………………… １

２．自律的観光開発と人間の安全保障 …………………………………………………………… ３

３．自律的観光開発による成果 …………………………………………………………………… ５

４．自律的観光開発のための協力・支援の仕組み ……………………………………………… ７

５．地域からのアプローチ・方策 ………………………………………………………………… ９

　　行政支援と住民参加 …………………………………………………………………………… ９

　　資源価値認識と商品化 ………………………………………………………………………… 11

　　マーケティングと組織づくり１ ……………………………………………………………… 13

　　組織づくり２ …………………………………………………………………………………… 15

６．地域からのアプローチ・方策への協力・支援 ……………………………………………… 17

７．地域主体の活動への協力・支援 ……………………………………………………………… 19



は　し　が　き

　JICAの観光分野における取り組みが本格化したのは1980年代後半からであり、その基本的枠

組みは「開発調査事業」「個別専門家派遣事業」「研修員受入事業」と３本立てにより行われてい

る。

　開発途上国における観光に対する期待は高く、特に、外貨獲得、所得と雇用機会の増大などに

より、比較的短期間に地域振興を実現するという側面から、経済開発の優先分野として位置づけ

られている場合が多く、今後ともニーズの高い分野であると考えられる。

　平成15年度の観光にかかわる開発調査の案件として、レバノンの「観光開発計画調査」、キル

ギスタンの「イシククリ地域総合開発計画調査」、ボスニア・ヘルツェゴビナの「エコツーリズ

ムと持続可能な地域づくりのための開発計画調査」の３案件が新たに開始された。なかでも、ボ

スニア・ヘルツェゴビナの案件は、２つのエンティティーの融和促進に寄与することも期待され

る、いわば平和構築案件といえるものであるが、その内容は、観光という切り口から、内戦で荒

廃した地域の復興を「地域が主体となって」促進するための支援を行うという、これまでにはな

い新しいコンセプトの調査である。今後、JICAが行う技術協力事業のプログラム化が進展する

につれ、こうした、地域レベルに目線を下げ、地域の自立を支援するような協力の必要性も高

まってくるものと考えられる。

　当部では、平成９年度に「観光による地域開発効果に関する調査」を、平成12年度には「観光

分野協力のあり方に関する研究」を実施し、過去に行われた開発調査などの分析を通じて、JICA

としてどのような協力の枠組み、手法、アウトプットを追求していくべきかの方向性を包括的に

示しており、そのなかで「地域への効果を高める手法」の提言や「地域参加」の重要性の指摘は

行われているが、「地域が主体となる」という視点での議論は十分になされていない。

　このため、「地域が主体となる観光開発」の形態、意義、実現へのアプローチなどについて、こ

の分野で研究をされている３名の学識経験者の方々の意見をいただきながら、理解を深め、今後

の観光分野での技術協力へのヒントを得ることを目的として、本プロジェクト研究を実施する

こととした。本調査にご協力をお願いしたのは、国立民族学博物館 博物館民族学研究部長の石

森 秀三教授、京都嵯峨芸術大学 観光デザイン研究センター 所長の真板 昭夫教授、国立民族学

博物館の關 雄二助教授の３名である。

　石森教授は昨年小泉首相が開催した観光立国懇談会のメンバーで、サスティナブル・ツーリズ

ムを貫くものとしての「自律的観光」を提唱されており、地域社会が自律的にかつ主導的に地域

資源を活用して新しい観光のあり方を創出すべきという理念の下に、広く活動されている。真

板教授はフィジーやガラパゴス諸島での調査・研究に携わられ、エコツーリズムを主体に実践的



に活動されている。また、ヘリテージの分野からご参加いただいた關助教授は、JICAがグアテ

マラで実施した観光開発計画調査の作業監理委員としてもご指導をいただいている。

　本報告書は、本調査の検討会における、これら３名の先生からのご発言内容を基本にしたもの

であるが、内容の体系化を図るため当部の事務局側が加筆し取りまとめを行った部分もある。

本調査の成果が、今後の観光分野の技術協力に新たな視点を与え、開発途上国の豊かな地域づ

くりに少しでも寄与すれば幸いである。

　平成 16 年２月

独立行政法人 国際協力機構
社会開発調査部

部長　岡崎　有二





－ 2－

　他律的観光は、マスツーリズムの基本であるパッケージ

ツアーのように、他者に管理された効率性を追求する観光

である。外発的開発はこれに対応した、外部者による利益

追求型開発であり、地域住民の意思や地域資源の維持・保

全は、十分に配慮されることが少ない。

　自律的観光は、パッケージ化された旅行ではなく、消費

者が自分の興味・好奇心に基づき、自ら手配も行う自由な

観光である。この新たなニーズに対して、内発的開発は外

部者への従属を避け、住民の自律的意思に基づき、地域固

有資源を維持可能な形で活用し、地域主導で行う開発であ

る。

１－１　他律的観光の 20 世紀

□他律的観光と外発的開発

１－２　自律的観光の 21 世紀

□自律的観光と内発的開発
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２．自律的観光開発と人間の安全保障

　観光のメガ・トレンドのなかでは、開発による負のイン

パクトを低減して資源を守り、「自律的観光」を進めていく

ことが大きな方針といえる。加えて、地域住民が観光開発

効果の最大の裨益者であるという地域振興の原則を考えれ

ば、また、その効果をより大きくしていくためには、観光

開発により、住民が持続的に利益を得ることができ、その

原資としての環境（住民の生活環境でもある）が、持続的

に保全されなければならない。

　この持続性は、他力では得られないものであり、住民の

意思に基づく自助努力が不可欠となる。よって、地域社会

の自律的意思に基づいて、自然環境や文化遺産の持続可能

な活用を図る「自律的観光」開発が、地域主体の観光開発

の方針となる。

　しかし、途上国においては、外部からコミュニティー・

住民への働きかけにより、観光開発が進められることがほ

とんどである。

・政府が保全地域に指定することで、これまでの生計が

成り立たなくなり、その代替生計手段としての観光開

発ケース

・貴重な遺跡発掘によって観光資源価値が高まり、否応

なしに周辺住民が観光開発に巻き込まれていくケース

・観光旅行業者による、経済利益重視の観光開発をもち

かけられるケース

　このように、最初は外部からの力が働くなかで、持続的

に自律的観光開発を続けていくためには、この成り立ちの

部分で、いかにコミュニティー・住民をモチベートするか

が、開発成立の成否にかかわってくる。その意味では、地

域における生活のなかで培われてきた住民の価値観・歴

史観・自然観の尊重と活用が不可欠となる。

　さらに、行政による意図的・経済的無視やコミュニ

ティー・住民側の資源管理・運営・活用への知識と経験不

足、対外的なコミュニケーション・交渉力の不足等によ

り、この住民の意思による行動が困難なことが多い。よっ

て、国際協力による支援策としては、行政への積極的な働

２－１　地域振興のために

□住民が持続的に利益を得るこ

とができ、その原資としての

環境が、持続的に保全されな

ければならない

２－２　自律的観光開発：観光

開発の方針として

□自律的観光開発

２－３　指針その１：住民のモ

チベーションづくり

　外部からの働きかけにより、

観光開発が始められることが多

いため、

□住民の価値観・歴史観・自然観

を尊重し活用する

ことにより、住民を動機づけ

る。

２－４　指針その２：住民参加

の基礎づくり

　住民の意思による活動が困難

なことが多いため、

□コミュニティー・住民のエン
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きかけはもとより、コミュニティー・住民のエンパワーメ

ント（能力強化）が必要となる。なお、この住民やコミュ

ニティーのエンパワーメントは、緒方貞子JICA理事長が、

共同議長を務めた「人間の安全保障委員会１」最終報告書に

おいても強調されている取り組みのひとつとなっている。

パワーメント（能力強化）

により、住民参加を促す。

１　2001年に日本国とアナン国連事務総長のイニシアティブにより、緒方貞子　前国連難民高等弁務官、現JICA理事長と、アマル

ティア・セン　ケンブリッジ大学トリニティ・カレッジ学長（ノーベル経済学賞受賞者）を共同議長として創設された。2003年

２月に最終会合を開催し、報告書に合意した。
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３．自律的観光開発による成果

　自律的観光開発では、住民・環境・経済の３つの効果が

期待される。

　自律的観光開発では、住民が観光開発と環境保全の意義

と目的を理解し、地域資源に対する住民の価値認識が進

む。この価値認識は、身の回りの価値を認識することから

始まり、コミュニティー、そしてより広域な地域への価値

の認識へと広がっていく。また、それとともに住民活動の

空間も広がっていく。

　このように、住民が資源価値を認識し合い活動していく

ことで、資源価値の再認識がさらに進み、コミュニ

ティー・住民の誇りとアイデンティティが育成、あるい

はこれらが再生される。

　住民の資源価値認識と社会活動や観光収益が得られる

と、住民による環境破壊行為の低減や環境保全のための

財源確保、持続的な地域資源の活用と環境保全が期待さ

れる。

　地域（住民）が主体としてかかわることで、所得の増

加、雇用創出などの直接的な利益がある。これはたとえ

単価が低くても、直接のやり取りにより、利益が目減り

しない。また、一過性でない持続的な利益が期待できる。

　住民・環境・経済への効果は、それぞれ深く連鎖してい

る。例えば住民への効果が環境・経済への効果を生み、ま

た経済の効果が住民・環境への効果を生むことになる。

図 ３－１は、この３つの効果による連鎖と循環の構図を表

している。自律的観光開発では、この連鎖関係を念頭に置

き、図中の住民への効果を重視し支援していく。これに

より、経済・環境への効果のための支援と併せて、相乗的

効果を高めていく。

３－１　３つの効果

（1）住民への効果

□地域資源価値の認識

□保全・維持管理の自主的活動

□外部から地域あるいは自分た

ちの価値が認められる自信

□自律的に活動し、利益を獲得

し、地域を守っていくという

自負

（2）自然・文化・社会環境保全へ

の効果

□持続的な資源活用と環境保全

（3）経済への効果

□所得の増加、雇用創出

□一過性でない持続的な利益

３－２　効果の連鎖と循環

□３つの効果は連鎖・循環する

□住民への効果が環境・経済へ

の効果を生み、また経済の効

果が住民・環境への効果を生

む

□自律的観光開発への支援では、

住民への効果を重視する
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る支援も可能である。その際、上記行政側の支援システ

ムがあれば、より円滑な国際協力が可能となる。

　国として地域経済の活性化、地域格差是正、あるいは住

民の代替生計手段の確保のため、自律的観光開発をもちか

ける場合、行政が自律的観光開発の意義・目的を十分に理

解し、開発の戦略とガイドライン、技術的な施策を有し

ていなければならない。特に、地域理解と地域間合意形成

の仕組みづくりが重要である。十分な対応ができない場

合、図 ４－１の③のように国際協力を得て、国の行政レ

ベルから調査・計画立案・体制づくりをスタートさせる。

者の支援

（3）行政がもちかけるケース

□社会構造の理解

□自律的観光開発に対する地域

の理解への努力と参加の確認

□資源・地域選定に関する地域

間合意形成の仕組みづくり
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５．地域からのアプローチ・方策：行政支援と住民参加

　自律的観光開発のためには、住民社会の仕組み（伝達、

意志決定、政情など）を十分に理解することが必要であ

る。住民の歴史観や自然観、価値観は、地域固有の習慣や

ルールと結びついているため、その実際を把握する。これ

により、住民参加についても、広域あるいはコミュニ

ティー単位で参加させたほうが有効かを判断することがで

きる。

　事業を持続的に推進し、その成果を得ていくためには、

コミュニティー・住民とともに長期にわたって活動してい

ける指導的な組織が不可欠である。ここでNGOや研究者の

果たす役割は大きいが、開発の枠組みのなかで持続的に

活動していくためには、コミュニティー・住民と最も近い

行政である地方自治体がかかわることが重要となる。ただ

し、要請国においては、経済的・人材的にも地方自治体

の力が弱いことが多いため、地方自治体レベルでの人材育

成や組織強化の支援が求められる。

　一方、事業を進めていくコミュニティー・住民側で必要

とされるのは、支援者と頻繁にアクセスできるシステム

である。これは、コミュニティー・住民の孤立化を防ぎ、

事業を持続させるために非常に重要である。また、様々な

問題に対処していくためには、行政だけでなく、観光や

環境関連機関などを、そのシステムに組み込んでいくこと

も必要である。このような体制は人が替わり、別の人が

受け継いで持続的に機能していく仕組みのひとつとして、

十分に構築されなければならない。

　自律的観光開発を始めるにあたり、住民参加（あるいは

不参加)のため、最初に外部から地域への働きかけ・きっ

かけづくりが必要となる場合、既に活動しているNGOや

研究者の説明会や共同作業や事前に行政あるいは専門家が

調査・説明し、コミュニティー・住民に働きかけることか

ら、参加への動機づけがなされる。

　住民参加のモチベーション維持のためには、住民が地域

の自然・文化とかかわってきた、生活のなかでの固有の歴

５－１　行政の支援として

（1）社会規範の把握

□社会構造の把握（政治構造、意

志決定システム、親族関係な

ど）

□問題発生構造の把握（地域の

問題発生原因、解決方法など）

（2）持続的な事業推進体制の構

築

□コミュニティー・住民ととも

に長期にわたって活動してい

ける指導的な組織：地方自治

体の人材育成と組織強化

□地方自治体レベルでの人材育

成や組織強化の支援

□自律的観光開発のための支援

窓口づくり

５－２　地域住民参加の方策

（1）住民参加を始めるためのモ

チベーションづくり

□既に活動している NGO や研

究者の説明会や共同作業

□事前に行政・専門家が調査・説

明して働きかける

（2）持続的参加・活動のためのモ

チベーションづくり
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史観・自然観を導き出し、それを観光商品として活用して

いくことにより、住民自身にその価値の再認識を促して

いく。また、公的な表彰制度や文化財・保護地域の指定

などの権威づけは、資源価値の認識、自信形成の方策と

して効果的である。あるいは、関係者とともに活動して

いくなかで、住民がみつけた資源から新たな商品をつ

くっていく過程で、自分たちのものという共有意識と

オーナーシップが生まれる。

a．住民のモチベーションづくり

□地域の歴史観・自然観の認識

□表彰制度

□資源の共有認識とオーナー

シップづくり
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５．地域からのアプローチ・方策：資源価値認識と商品化

　一方の当事者として、行政側（カウンターパート）のモ

チベーションづくりとしては、オーナーシップやリー

ダーシップ、能力強化が有効である。事業のオーナー

シップは、住民と同様に共同作業のなかで醸成されると思

われるが、リーダーシップや能力強化に関しては、人材育

成プログラムの実施や事例研修の実施等の支援も必要であ

る。

　ただし、ここでは研修を実施する側も、研修生側の社会

構造を十分に認識し、研修生側にとって適用性が高く柔軟

なカリキュラムの設定と履行が求められる。要請国と日本

では、社会のベース・仕組みが根本的に異なるので、日本

の事例を紹介するだけでなく、どのように適用できるかを

具体的に示すこと、あるいは、研修生側の自然・社会条件

などと類似した例を示すことが必要である。

　まずはじめに、自律的観光開発の原資となる地域の資

源が、外部からみたときにどのような価値があるのか、コ

ミュニティー・住民が認識しなければならない。これを研

究者や専門家とコミュニティー・住民との共同作業、ある

いは活動にかかわっていくなかで発見、確認する。これ

らの作業の過程では、住民間で資源価値を伝えたり、情報

を共有することができる。

　資源価値を目に見える成果物として残すことにより、コ

ミュニティー・住民が情報を蓄えることができ、資源価値

をより深く認識し意識化することができる。また、これら

の成果物を通して、更に資源価値を共有化することが容易

となり、外部へのプロモーション・情報発信も可能とな

る。

　次に、このように認識された資源価値を観光商品化（外

部の人への見せ方、新しい資源開発）していくことが必要

になる。重要とされるのは、地域の歴史観・自然観と科学

的価値の２つの価値をいかに組み合わせて、外部に対して

示していくかである。特に、地域の歴史観・自然観は、第

三者にとっては馴染みが薄いため、科学的価値を踏まえな

b．カウンターパートのモチベー

ションづくり

□自分自身の事業だというオー

ナーシップづくり

□事業を推進していくための

リーダーシップづくり

□事業の企画、調査・計画するた

めの能力強化

５－３　資源価値認識の方策

（1）資源価値の確認

□外部からみた自然・歴史・文化

資源の科学的価値（希少性・固

有性）の確認

□地域の歴史観・自然観の確認

（コミュニティー・住民にとっ

ての価値）

（2）資源価値の認識（資源価値の

言語化・意識化）

□資源地図づくり

□ガイドブックづくり

５－４　資源商品化の方策

（1）２つの資源価値の組み合わ

せ

□地域の歴史観・自然観

□科学的価値
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がら示すことが求められる。

　加えて、これらの資源を基に、新しい資源をつくり出し

商品として売ることが、コミュニティー・住民の意識に

とってより大きな展開プロセスとなる。この作業は、資

源価値の再認識に繋がり、コミュニティー・住民の誇りや

自信を生むきっかけとなる。またここでも、専門家との

共同作業を通して、住民のなかに資源価値の再認識、伝

達、共有化が成され、住民参加の動機づけにも繋がってい

く。

（2）新しい資源（商品）づくり

□資源価値の再認識

□コミュニティー・住民の誇り

や自信の醸成



－ 13 －

５．地域からのアプローチ・方策：マーケティングと組織づくり１

　自律的観光開発では、概してコミュニティー・住民主体

の小規模の開発となるため、当座は近隣マーケットが現

実的である。しかし、これらマーケットの社会経済動向や

志向性と提供できる観光商品について十分に検討し、判断

しなければならない。

　そこで、その判断の方策のひとつとして、パイロットツ

アーの実施がある。専門家や旅行業者の支援の下に実施し、

来訪者の志向性と属性の関連性や観光商品やサービス、

施設内容の課題を検討する。この結果を事業にフィード

バックし、それぞれを改善していく。

　また、より効果的な方策は、周辺において既に観光集積

（ホテル、観光施設、インフラ）がある場合、大手ホテル

や旅行業者と提携し、オプショナルツアーによって来訪

者を集めることである。これについては、お互いのメリッ

トがある。

　ただし、お互いの役割分担（交通の手配、ガイドの手

配）やツアー実施時期、ツアーの規模、収入の配分などの

取り決めが必要となる。また、大手ホテルや旅行業者側

にも自律的観光の意義・目的を十分に理解してもらう必要

があるため、ホテルのツアー担当者の教育が必要とされる

場合もある。

　一方、自律的観光開発としては、事業主体となる自治体

やコミュニティーがマーケティングを実施していくことが

重要である。そのため、これまでのように、国全体のマー

ケティングを目的とした中央官庁等国家レベルだけでなく、

地域レベルでの人材育成が必要となる。

　自律的観光の持続的な開発・事業推進のためには、コ

ミュニティー・住民が中心となる組織づくりが不可欠であ

る。また、このような組織は、国際協力活動など外部から

の支援活動量が減少したあとや、事業に携わる人が替わ

り、別の人が受け継ぎ機能していくためにも重要である。

５－５　マーケティングの方策

□パイロットツアーの実施

□オプショナルツアーの提携

お互いのメリット

・大手ホテルや旅行業者側は、観

光商品を多様化できる

・地域側は、最小限のプロモー

ション・インフラ整備で済む

留意点

・お互いの役割分担の規定

・ホテルのツアー担当者の教育

□地域に根ざした自治体やコ

ミュニティーレベルでの人材

育成

５－６　管理・運営組織づくり

の方策
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　地域全体の自律的観光開発を統括して管理するためには、

行政機関を含めた観光産業関連者によって構成される委員

会づくりが有効である。この委員会では、意思決定の場に

おいて住民を含めた関係者のコンセンサスが得られやすい

ため、円滑に事業を進めていくには効果的である。

　また、住民が意思決定の場に同席できることは、参加だ

けでなく拒否の権利を主張できるためにも重要である。同

様に、住民が、事業の運営や環境問題などについて、専門

的な助言を受けられるシステムとしても有効である。

（1）観光産業関係者による管理

委員会づくり

□県・市町村の行政機関、コミュ

ニティー（既存の住民組織や

自治会）、NGO、民間（観光関

連事業者）、教育・研究機関に

よる構成
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５．地域からのアプローチ・方策：組織づくり２

　コミュニティーにおいては、事業を実施、管理運営して

いくための新しいシステムとしての組織を、従来の社会シ

ステムを壊さないように構築しなければならない。また、

このような地元組織運営については、所得格差是正のた

めにも、組織をオープンにして、参加したい人にはまず体

験してもらうような柔軟な対応も求められる。

　一方、広く利益を分配するためには、観光事業への参加

人員を増やすことが必要になる。そのひとつの方策として

は、ガイドや管理人の当番制・輪番制が考えられる。また、

このように多くの人が組織に参加することで、互いの不

正を防止する効果も期待できる。

　観光にかかわる者とそうでない者の経済格差を是正する

ためには、利益が広く還元される必要があるため、新しい

組織による利益ストックと分配の管理を行う。コミュニ

ティーへの観光利益の社会的還元方策としては、上記の

ウーマンズクラブや協同組合が一定の利益を管理し、住

民全体に利益を分配する、あるいは、基盤施設や教育・

福祉活動資金として利用する。

　整備導入された施設、あるいは資源についても、定期的

なメンテナンスが必要となるため、その費用を確保すると

ともに、実施の方法（誰がどのように行うのか）も確認し

ておかなければならない。費用の確保についてひとつの案

としては、組織のなかでメンテナンス基金をつくること

があげられる。されらに、この基金を適切に運用していく

ことができれば、メンテナンス費用の確保は安定する。

　ただし、これには金銭がからむことと、金融知識や運用

テクニックが必要となることから、組織における担当人

材の問題がある。よって、NGO や国際協力など長期にわ

たって支援できる外部協力者の存在が望まれる。

　新しい組織運営を円滑に進めるためには、行政と地域、

住民と専門家などを仲立ちするコーディネーターの導入が

有効である。行政と地域間では、行政の指導・助言を地域

（2）コミュニティーでの組織づ

くり

a．既存組織（社会システム）を

基盤とする新組織づくり

□ウーマンズクラブづくり

□協同組合づくり

□観光協会づくり

所得格差是正への配慮

・組織のオープン化

・当番制・輪番制の導入

b．観光利益分配システムづくり

□組織による利益管理と分配

□基盤施設や教育・福祉活動資

金への利用

c．資源・施設メンテナンス対策

□メンテナンス基金づくり

□長期にわたって支援できる外

部の協力者づくり

（3）コーディネーターの導入

□行政の指導・助言を地域に伝

え、地域からの要望や問題点
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に伝え、地域からの要望や問題点を国に伝える役割を担う。

住民と専門家間では、共同作業において同様の役割を担う。

また、このコーディネーターは、地域内外の共同作業を進

めていくうえでも有効である。

　なお、これらのコーディネーターは、国際協力を含む研

修により養成することが求められる。

を国に伝える役割を担うコー

ディネーターの導入

□研究者・専門家間のコーディ

ネーターの導入
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６．地域からのアプローチ・方策への協力・支援

表６－１　地域からのアプローチ・方策への協力・支援

キー・アクション

（1）自律的観光開

発の動機づけ

（2）調査・計画づ

くり

（3）住民参加

（4）資源価値の認

識

対象者

住　民

行　政

住民／

行政

住　民

行　政

住民／

行政

アプローチ・方策

□地域の歴史観の認識

□資源の共有認識とオーナーシップづくり

□事業へのオーナーシップと事業を推進して

いくためのリーダーシップづくり

□事業の企画、調査・計画するための能力強化

□コミュニティーへの事前調査と参加意志の

確認

□自律的観光開発計画としての見直し

□自律的観光開発計画づくり

外部に認められることによる自信づくり

□地域の歴史観の認識

□資源の共有認識とオーナーシップづくり

□事業実施、管理・運営のための組織づくり

□住民参加のための行政システム・法制度

持続的に活動可能な指導的組織づくり

□コミュニティー・住民に近い行政として、地

方自治体の能力強化

外部から地域資源を認めるシンボルづくり

□シンボルとなる資源の認定（重要文化財、国

立公園、自然保護区等）

□表彰制度の制定

１．資源価値の再発見と認識

５つの資源の確認

□自　然、□生活環境、□歴史・文化、□産業、

□人

資源価値の確認

□外部からみた自然・歴史・文化資源の科学

的価値（希少施・固有性）の確認

□地域の歴史観（コミュニティー・住民にとっ

ての価値）の確認

２．資源価値の共有と伝達

資源価値の言語化・意識化

□資源地図づくり

□ガイドブックづくり

協力・支援策

・専門家や行政によるワークショップ、

共同作業の実施

・専門家によるセミナー・ワークショッ

プの実施

・専門家と行政の共同作業の実施

・研修生受入による教育プログラムの実

施

・事例研修の実施

・専門家や行政との共同作業による計画

作成

・専門家や行政によるワークショップ、

共同作業の実施

・地方自治体レベルでの研修生受入によ

る教育プログラムの実施

・専門家や行政との共同作業による資源

価値の確認

・専地図、ガイドブックのデザイン・製

本
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キー・アクション

（5）資源の商品化

（6）マーケティン

グ

（7）管理・運営組

織づくり

対象者

住民／

行政

住　民

行　政

住　民

行　政

アプローチ・方策

３．資源価値の矜持

□資源価値：地域の歴史観と科学的価値のみせ

方の工夫

４．資源価値の創生

□地域の歴史観と科学的価値を融合した新しい

観光商品（価値）づくり

□マーケティングのためのセミナー

□パイロットツアーの実施

□プログラムづくりと旅行エージェントへの協

力要請

□ホテルとのオプショナルツアーの提携

□マーケティング人材育成

□マーケティングのためのセミナー

□トレードショーへの参加

□ツアー担当者の教育

□各国での観光事務所におけるパンフレット配

布

既存組織を基盤とする組織づくりと法制化

□ウーマンズクラブ

□協同組合

□観光協会

観光利益分配システムづくり

□組織のオープン化による体験環境づくり

□ガイドや管理人の当番制・輪番制の導入

□住民組織による利益管理・分配システム

資源・施設メンテナンスシステムづくり

□メンテナンス基金づくり

コーディネーターの導入・育成

□国と地域間のコーディネーター

□住民組織と自治体あるいは研究者・専門家間

のコーディネーター

行政 行政・民間・住民の協働・補完の仕組

みづくり

□県・市町村の行政機関、コミュニティー（既

存の住民組織や自治会）、NGO、民間（観光

関連業者）、教育・研究機関による、事業管

理のための委員会づくり

□委員会の法制化

協力・支援策

・専門家や行政との共同作業による資源

価値の観光商品化

・専マーケティング教育プログラムの実

施

・マーケティング教育プログラムの実施

・専門家によるマーケティングセミナー

の実施

・コーディネーター教育プログラムの実

施

・既存システムを取入れた新しい組織づ

くりへの技術的支援

・メンテナンス基金のための金融技術支

援

・フォローアップ調査・評価、人材派遣

・有効な委員会づくりへの技術的支援





－ 20 －

のなかでは、期待された効果が現れていなければ、計画や

管理・運営方式を見直して対策を検討する。

　事業の継続的な運営とともに、第Ⅲフェーズで得られた

成果により、新たな相乗的成果が生まれ、住民意識と活動

の範囲は、より広範な地域へと広がっていく。また、他地

域との協働・連携を強め、協力・補完しあうことにより、更

に相乗的な成果（シナジー）が得られる。

□価値の再認識と誇り・自信深

化

（4）第Ⅳフェーズ：相乗効果段階

□観光と他の産業活性化

□環境保全活動拡大と環境維持

□住民による社会活動の拡大
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１．はじめに

１－１　検討会の目的

（1）最近の要請案件の傾向

　　要請国において観光開発は、特に、

・外貨獲得

・所得と雇用の増大

・地域振興の手段

　　などの面から、経済開発の優先分野として捉えられていることが多い。そのため、近年観光

分野における経済協力の要請が増加してきており、JICA 観光開発調査への要請も増加傾向に

ある。要請国の範囲もアジアだけでなく、大洋州、中東、コーカサス、アフリカ、中南米、東

欧と全世界へと拡大してきている。

　　また、観光分野の JICA 専門家派遣要請についても同様の状況にあり、その指導科目は、

・観光開発･振興

・地元住民参加型開発

・国際観光マーケティング

・観光サービス開発

　　などの幅広いテーマに及んでいる。

　　概して、要請国のめざす観光開発方針が、自国の観光開発の進展度に応じて多様化してき

ており、最近の JICA 観光開発調査の要請傾向としても、従来のような外国からの投資を期待

する大規模開発だけではなく、

・環境に配慮した持続可能な開発、

・地域住民に直接裨益する参加型の開発、あるいは、

・地域間格差の是正に資する開発

　　などを求めるものが、多くなってきている。

（2）検討会の目的

　　そこで本調査では、以下の目的の下に観光分野の第一線にいる研究者、及び JICA 関係者か

ら構成される検討会を開催した。

検討会の目的

・地域が主体となって進められる観光開発について、具体的アプローチ方策やその成果指標な

どについて検討を行い、提言としてまとめる。

・あわせて、今後の開発途上国に対する、観光分野における協力の方向性について討議する。

（3）検討委員の構成

　　検討委員は、以下のようなメンバーで構成された。

・国立民族学博物館 博物館民族学研究部長・教授：石森　秀三（座長）

・京都嵯峨芸術大学 教授・観光デザイン研究センター 所長：真板　昭夫

・国立民族学博物館 助教授：關　雄二
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１－２　検討会の実施

　2003 年 10 月 14 日、11 月５日、12月 10 日において、計３回の検討会を行った。

（1）第１回検討会

　　準備的検討会として、これまでの調査実績の紹介（民間コンサルタントによる観光開発調査

事例のプレゼンテーション）、検討会の進め方の確認を行い、特に「地域が主体」となる視点

から、検討会メンバーの意見・提言を求めた。

（2）第２回検討会

　　地域が主体となる観光開発の具体的進め方について議論を深めた。

（3）第３回検討会

　　地域が主体となる観光開発の方向性・指針草稿の提案、議論、取りまとめを行った。

１－３　報告書の作成

　本報告書は、検討会において３名の先生からいただいたコメントをベースにして、事務局が一

部加筆のうえ取りまとめたものである。
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1）　調査・計画立案段階

　　自律的観光開発実施にあたり、適切な調査を実施し開発の「枠組み」づくりを行う。ま

た、行政・コミュニティー・住民などの関係者の体制が形づくられる。

・住民意識：自律的観光開発の意義・目的の理解と住民参加

・自然・文化・社会環境保全：自律的観光開発計画

・社会経済：自律的観光開発計画

2）　施策・事業実施段階

　　1）で形づくられた自律的観光開発の「枠組み」に基づき、要請国側で関係者がそれぞれ

の役割に応じて、施策や事業、活動を行う。

・住　民：地域資源価値の認識と共有、共同活動への参加

・自然･文化・社会環境保全：各種ガイドラインの制度化

・社会経済：プロモーション、施設整備、制度整備、人材育成

3）　直接効果段階

　　2）で実施された施策・事業・活動の成果から、直接的な整備効果が生まれる。

・住民：資源価値の再認識、資源を守る意志の育成、共同活動への参加

・自然・文化･社会環境保全：住民による環境破壊の低減、財源確保による保全活動の実

施

・社会経済：来訪者数の増加、雇用数の増加、収入額の増加、宿泊施設数の増加、宿泊施

設の質の向上、生活満足度の増加、知名度の向上

4）　相乗効果段階

　　3）の直接的な効果が連鎖的に作用し、更に相乗的な効果が生まれ、最終成果として地域

振興がなされる。

・住　民：広域の地域資源価値の認識、地域社会活動への参加

・自然･文化･社会環境保全：持続的な環境保全活動による環境維持、環境教育の普及、環境

保全活動の広がり

・社会経済：観光産業活性化、他産業育成／活性化、企業誘致、多様な雇用機会の創出、地

域の魅力増、生産人口定着

（3）国際協力

1）　コミュニティー・住民への直接支援

　　コミュニティー・住民が自律的観光の必要性を認識し、地域の魅力を再確認しながら、地

域づくりを進めていくための直接的支援。

2）　基盤整備支援

　　自律的観光開発を進めていくために必要となる枠組みづくり、人材育成などへの支援。
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３．「自律的観光１」：地域振興のための観光開発方針として

　真の地域発展を支える観光開発とは、どのようなものなのかを考えてみる。観光開発の結果、

地域における最大の裨益者であるべき住民への望ましい成果としては、

　持続的な利益の最大化と自然・文化・社会環境負荷の最小化

であろう。そのためには、地域住民自身が担うべき役割と行うべき自助努力の重要性は大きい。

では、このような成果を得るためには、どのような観光開発が望ましいのだろうか。

３－１　観光のメガ･トレンド

　20世紀から21世紀に至る観光の大きな流れ、観光のメガトレンドとして、例えば次のように

説明することができる。

・20 世紀は他律的観光の時代

・21 世紀は自律的観光の時代

（石森秀三：国立民族学博物館 博物館民族学研究部長・教授より引用）

　また、そのトレンドにおいては、消費者（旅行者）の志向性・観光行動、地域・住民・開発者・

旅行業者による観光開発形態、開発の目的・効果の比重が、どのように変化するのか、その概略

を図 ３－１のようにまとめた。

　この図のように、他律的観光から自律的観光へ変化とは、経済性重視から精神と環境重視へ

の変化といえるだろう。これまでは、消費側（旅行者）も供給側（開発者･旅行業者）もともに

経済性重視であった。しかし、自由時間や所得の増加、インターネットの普及など、生活環境の

変化から、消費側は自らの興味に従い自由意思旅行を志向しはじめた。

　一方、供給側も、従来の経済性重視、地域・住民無視の開発では、本来観光資源価値の高い自

然・歴史・文化資源を破壊してしまい、結果的に開発の意味がなくなることを強く意識するよ

うになった。特に供給側では、自らの生活空間が観光地となる地域・住民が、その主体としてク

ローズアップされてきている。

１　石森　秀三（国立民族学博物館 博物館民族学研究部長・教授）
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ターネットなどから情報を得て旅程を組んだり、交通の手配、宿泊施設の予約を行うなど、

自分の意思で観光を行うケースが増えてくる。このように自分の意思で観光することを「自律

的観光」とみなすことができる。これは、消費者が自分の好奇心を満たせる、新しい観光地・

観光商品を求める動きにもなっている。

　　このようなニーズの変化に対して供給側では、この「自律的観光」者に対する観光開発が求

められることになる。しかし、上記のように行われてきた「外発的観光開発」の弊害、自然・

人文資源という元来商品価値の高い資源が破壊されるという結果には、地域住民や観光客、

開発者も既に気づいており、資源を守る持続的な観光開発が注目されてきている。

　　このような観光開発のためには、地域社会の住民が、固有の自然環境や文化遺産の維持可

能な活用を図り、地域主導による自律的な観光のあり方を創出する「内発的観光開発」が必要

となる。また、地域社会の「自律性」に基づく内発的観光開発は、外部の企業やトラベルエー

ジェントによる規制や条件づけが少ないという意味で、地域の「自律的観光」の創出に繋がる

試みとみなすことができる。

３－２　自律的観光開発と人間の安全保障

　上記のような観光のメガ･トレンドから、開発による負のインパクトを低減して資源を守り、

「自律的観光」のような新しい観光行動に対応できる商品開発を進めることが、地域振興のため

の観光開発に対する大きな方針といえる。加えて、地域住民が観光開発効果の最大の裨益者で

あるという、地域振興の原則を考えれば、また、その効果をより大きくしていくためには、観光

開発により、

住民が持続的に利益を得ることができ、その原資としての環境(住民の生活環境でもある)が、持

続的に保全されなければならない

ということになる。この持続性は、他力ではなしえないものであり、住民の意思に基づく自助努

力が不可欠となる。よって、

地域社会の自律的意思に基づいて、自然環境や文化遺産の持続可能な活用を図る「自律的観光」

開発

が地域主体の観光開発の方針となる。

　しかし、途上国においては、

・政府が保全地域に指定することで、これまでの生計が成り立たなくなり、その代替生計手段

として観光開発をもちかけるケース。あるいは、

・貴重な遺跡発掘によって観光資源価値が高まり、否応なしに周辺住民が観光開発に巻き込ま

れていくケース。また、

・観光旅行業者による、経済利益重視の観光開発（エコ・ヘリテージ・コミュニティ・ツーリ

ズムだとしても）をもちかけられるケース

など、外部からコミュニティー・住民への働きかけにより、観光開発が進められることがほと

んどである。このように、最初は外部からの力が働くなかで、持続的に自律的観光開発を続け

ていくためには、この成り立ちの部分で、いかにコミュニティー・住民をモチベートするかが、

開発成立の成否にかかわってくる。その意味では、地域における生活のなかで培われてきた

　住民の価値観・歴史観・自然観の尊重と活用

が不可欠となる。
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　さらに、行政による意図的・経済的無視やコミュニティー・住民側の資源管理・運営・活用へ

の知識と経験不足、対外的なコミュニケーション・交渉力の不足などにより、この住民の意志に

よる行動が困難なことが多い。よって、国際協力による支援策としては、行政への積極的な働き

かけはもとより、

　コミュニティー・住民のエンパワーメント（能力強化）

が必要となる。なお、この住民やコミュニティーのエンパワーメントは、緒方貞子JICA理事長

が、共同議長を務めた「人間の安全保障委員会２」最終報告書においても強調されている取り組

みのひとつとなっている。

３－３　自律的観光開発による効果

（1）住民・環境・経済への効果

　　では、上記のような自律的観光開発により、どのような効果が得られるのだろうか。詳細

は、第５章に述べているが、おおむね次のようにまとめられる。

1）　住民意識の高揚

　　住民の意識と社会活動への効果として、

・観光開発と環境保全に対する理解と地域資源価値の認識、

・保全・維持管理などの自主的活動、

・これらの意識と活動の空間的拡大

　が期待されるとともに、

・外部から地域あるいは、自分たちの価値が認められることによる自信

・自律的に活動して利益を獲得し、地域を守っていくという自負

　　このような誇りとアイデンティティが育成、あるいは再生される。また、この価値認識

は、身の回りの価値を認識することからはじまり、コミュニティー、そしてより広域な地

域への価値認識へと広がっていく。また、それとともに住民活動の空間も広がっていく。

2）　自然・文化・社会環境保全への効果

　　住民の資源価値認識と社会活動や観光収益が得られると、

・住民による環境破壊行為の低減、環境保全のための財源確保

・持続的な資源活用と環境保全

　が期待される。

3）　経済効果

　　地域（住民）が主体としてかかわることで、

・所得の増加、雇用創出

　などの直接的な利益がある。この場合、たとえ単価が低くても、直接のやり取りにより、利

益が目減りしない。また、

・一過性でない持続的な利益

　が期待される。

２　2001年に日本国とアナン国連事務総長のイニシアティブにより、緒方貞子　前国連難民高等弁務官、現JICA理事長と、アマル

ティア・セン　ケンブリッジ大学トリニティ・カレッジ学長（ノーベル経済学賞受賞者）を共同議長として創設された。2003年

２月に最終会合を開催し、報告書に合意した。
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　ということになる。また、効果の連鎖と循環は、３要素の間だけでなく、当然２つの要素の間

でも生じる。例えば a．住民と c．経済の間では、

・住民の価値認識と社会活動が進み⇒観光商品とサービスを来訪者に提供して消費が行われ

る⇒それが収入となって住民に戻ってくる⇒この消費（外部に認められたこと）により、更

に自信が生まれ、資源価値の再認識が進み⇒更に観光商品とサービスの質が向上し⇒消費

増⇒収入増へと循環していく

　ことも期待される。

　　国際協力の実際として、地域振興のための観光開発の発端は、貧困対策や代替生計手段対

策、つまり、経済効果への期待であることが多い。そこで次に、上記のような効果の連鎖関

係に基づき、経済効果を高める仕組みのなかでの自律的観光開発による優位性について述べ

てみたい。

　　この仕組みのなかでは、行政による支援の役割も非常に大きく不可欠であるが、住民への

成果を基本とする自律的観光開発のより具体的な必要性が説明されている。

1）　観光収入（所得）の増加

　　まず、地域への経済効果を大きくしていくための基本的な仕組みは、

・いかに観光収入を得て所得を増やすか

・それに対し、地域の資源利用をいかに増やしていくか（リーケージを小さくする）

ということにある。

　　　来訪者数・消費額の増加と環境負荷の最小化

　　観光収入を増加させるには、基本的に来訪者数と消費額を増加させることである。その

ためには、

・地域資源からマーケットに応じた観光商品開発を行い、観光地としての魅力度を増加さ

せること⇒来訪者数増

　とともに、

・魅力的な観光商品を増やして消費意欲を高め、来訪者の滞在日数や全体の消費額を増加

させること

あるいは、

・高単価商品を増やして消費単価を上げること

　が必要となる。

　　このような観光商品の開発のためには、その原資となる地域資源を守り、維持管理するこ

とが不可欠である。自律的観光開発では、住民が資源価値を認識し、主体的な参加と活動

により、商品として活用する、さらには地域資源を保全し、維持管理していくため、その優

位性が高い。同様に、観光地の景観性を高め、来訪者に対して快適性と好印象を与えるこ

とができる。これは、貴重なリピーターあるいは観光地の個人宣伝者を得ることに繋がる。

　　一方、観光収入を増加させることは、住民による環境破壊行為を防止することに繋がる

とともに、観光収入から環境保全活動への財源を確保するシステムを構築することも可能

となる。そこで、表３－１には観光収入増加策に対する自律的観光開発の優位性をまとめ

た。

　　いうまでもなく、観光開発による自然・文化・社会環境の悪化は、防止されなければなら

ない。そのためには、住民の活動だけでなく、土地利用計画やゾーニング、あるいは、環境
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表３－１　観光収入増加策への自律的観光開発の優位性

観光収入増加策

・来訪者を増やすため、

地域資源からマーケット

に応じた観光商品開発を

行い、観光地としての魅

力度を増加させること

・魅力的な観光商品を

増やして消費意欲を高

め、来訪者の滞在日数や

全体の消費額を増加させ

ること

・高単価商品を増やし

て消費単価を上げるこ

と

自律的観光開発の優位性

・適切に維持管理された、商

品価値の高い自然・人文資源

（環境）を持続的に活用して、

商品開発ができる。

・保全された環境は、魅力的な

観光地の景観を創出すること

ができる。

・比較的少ない投資で事業

化できるため、アトラクショ

ンのメニューを増やすことが

できる。

・エコツーリズムやコミュニ

ティーツーリズムなどでは、

宿泊することでその魅力を楽

しむことができる。

・適切に維持管理された資源

（環境）は、高品質商品化の

可能性がある。

行政による必要な支援

・マーケティング･商品開

発

・プロモーション

・土地利用計画やゾーニン

グ

・環境評価システム

・開発ガイドライン

・モニタリングシステム

出典：JICAプロジェクト研究事務局

観光行動阻害要因の最小化

　観光収入の増加は、基本的に来訪者の観光行動（訪問し、消費する）にかかっている。しか

し、受け入れ側である地域には、来訪者の観光行動を抑制（訪問しない、消費しない)する可能

性をもついくつかの要因がある。これは、言い換えれば、観光収入（所得）を減少させる要因

である。よって、これらの観光行動抑制要因を最小化する必要があるが、自律的観光開発で

は、表３－２のように優位性がある。

　これには、行政による支援（サービス業従事者としての教育、交通施設整備による目的地

までの時間距離・交通費の低減）も必要であるが、自律的観光開発による貢献度も大きい。

評価システムや開発ガイドライン、モニタリングシステムの整備により適切な開発を誘導

し、環境負荷を最小化しなければならない。これらについては、行政の支援が不可欠であ

る。
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表３－２　観光行動阻害要因の最小化への自律的観光開発の貢献

観光行動阻害要因の最小化

・悪い治安→治安向上

・悪い衛生環境→衛生

環境向上

・低いサービスレベル→

サービスレベルの向上

・悪いイメージ→観光地

イメージの向上

・目的地までの時間距離・

交通費の低減

自律的観光開発の優位性

・持続的な開発により、安定

した利益を得ることができる

ため、貧困を削減することが

できる。

・地域(住民)の自主的活動に

よる治安確保が期待できる。

・同様に、衛生環境悪化に繋

がる衛生観念や生活習慣を変

えていくことができる。

・自律的開発により得られる

誇りやアイデンティティは、

ホスピタリティーや接客態度

の向上に繋がる。

・地域、住民による美化（清

掃・植栽）活動が期待できる。

・自主規制による二重価格や

違法な行為の防止ができる。

・行政・民間の協力が不可欠

である。

行政による必要な支援

・ツーリストポリス

・上下水・ゴミ処理施設

整備

・伝染病・風土病対策

・衛生教育

・観光基本サービス教育

・技術教育

・行政のためのサービス

（入国関連、インフォ

メーション施設）教育

・観光基本サービス教育

・アクセス道路整備

・その他交通施設（空港・

道路・港湾）整備

・公共交通網整備

出典：JICAプロジェクト研究事務局

2）　域内利用の促進（リーケージの最小化）

　　観光開発効果のリーケージを防止するためには、可能な限り地元雇用を行い、地域の食

材・料理、工芸品、芸能からの商品開発により、観光産業への需要を満たすことが必要であ

る。このような地域資源の域内活用の促進に対して、自律的観光開発には、表３－３のよう

に優位性がある。
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表３－３　域内利用促進への自律的観光開発の優位性

域内利用促進

・地元雇用と域外からの

労働の低減

・食材・伝統料理・工芸

品・芸能の地元活用と輸

入品（国外・地域外から

の）利用の低減

自律的観光開発の優位性

・地元資源の豊富な知識を得

ることができるため、ガイド

への可能性がある。

・エコツーリズム、ヘリテー

ジツーリズム、コミュニ

ティーツーリズムなどの自律

的観光開発では、地域や住民

が事業者となることができ

る。

・資源価値を認識し、自信を

もって地元資源を提供でき

る。

・生産者の顔がみえ、安心感

を与える。

行政による必要な支援

・マネージメントレベル

の人材育成

・従業員としての人材育

成

・ガイドのトレーニング

・中小零細企業支援

・自律的観光開発事業実

施への支援

・生産効率と品質向上・

安定化への技術指導

・工芸品の品質向上への

技術支援

・民俗芸能保全・再生へ

の援助

出典：JICAプロジェクト研究事務局
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４．地域主体の観光開発へのアプローチ･方策

４－１　自律的観光開発のための協力･支援の仕組み

（1）基本的な仕組み

　　観光開発のなかで民間は、基本的に宿泊施設やレストラン、観光施設への投資を行い、来訪

者を誘致し受け入れて利益を得る。また、プロモーションやツアー、アトラクションの提供

などの企業努力を行い、更に多くの来訪者が得られるよう活動する。そのなかで、地域住民

が従業員やガイドとして雇用されたり、小規模でも事業機会を得たりすることができるとい

うことが､ 観光開発のひとつの図式であった。よって、これまでの国際協力は、主に民間開

発を促進するため、その基盤づくりを支援するものであった。

　　一方、前章で述べたとおり、自律的観光開発においては、いかにコミュニティー・住民を啓

発し、住民による地域資源価値の認識と社会活動を広めていくかに焦点が当てられる。その

ため、国際協力のアプローチ・方策としても、この部分における支援の比重を高めていくこ

とになる。その意味において自律的観光開発では、従来のような雇用機会の獲得だけでなく、

コミュニティー・住民自らの活動により事業機会を得ることもテーマのひとつとなる。具体

的には、次のような２つがあげられる。

・単独活動：宿泊施設、レストラン、土産物屋、産業観光（農業、物産）の経営

・共同活動：エコツーリズム、ヘリテージツーリズム、コミュニティーツーリズム事業の実施

　　ひと言でいうとすれば、自律的観光開発の支援とは、上記住民の経済活動を含め、社会活動

や環境保全活動に対して、住民が活動しやすい基盤づくりを行うことである。その協力･支援

の仕組みは、図 ４－１のようにまとめられる。国際協力としては、図中③の行政への支援、

④コミュニティー・住民への支援、⑤研究者・NGOへの支援を要請国の状況に応じて、効果的

に組み合わせていくことになる。

①　基本的には、要請国の行政がコミュニティー・住民を支援する、

　または、

②　コミュニティー・住民とのかかわりが深い研究者や NGO が、独自に支援する

　こともある。

③　①の行政の支援が十分に行えず要請があった場合、国際協力により行政への支援を行う、

　あるいは直接、

④　コミュニティー・住民への支援を行う、

⑤　コミュニティー・住民を支援している研究者・NGO を支援する。

（2004 年３月現在、実施中のボスニア・ヘルツェゴビナ観光開発調査においては、④に主眼を

おいて調査を進めている）。

（2）自律的観光開発のためのきっかけづくりと支援の仕組み

　　地域主体の自律的観光事業が求められる経緯・きっかけとしては、基本的に次の３とおりが

考えられる。いずれのケースにしても、最初は自律的観光の意義･目的を理解してもらうた

め、外部からの研究者や専門家による働きかけ、あるいは理解を深めるための努力・支援（説

明・共同作業）が必要となる。これは、支援する側の各行政レベルでも同様である。
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　を受けることも、開発実現化ための一チャンネルとしてあり得る。同様に、1）の行政によ

る自律的観光開発の支援システムが整備されていれば、より望ましい支援の仕組みといえ

る。

3）　行政がもちかけるケース

　　国として地域を経済的に活性化（あるいは地域格差の是正）するため、持続的な観光開

発をめざす場合、行政がコミュニティー・住民に自律的観光開発をもちかけることにな

る（コミュニティー周辺地域が保全地域などに指定され、従来の生計が成り立たなくな

る場合、その代替手段として行政が、コミュニティーに観光開発を提案することもある。

あるいは、保全地域や文化財に指定されて資源価値が高まり、否応なしに住民が観光開発

に巻き込まれることもある）。

　　この場合では、

・行政が自律的観光開発の意義・目的を十分に理解

　していることはもとより、

・開発の戦略とガイドライン、技術的な施策

　をもっていなければならない。そうでない場合は、図４－１の③のように国際協力を得

て、国の行政レベルから調査・計画立案・体制づくりをスタートさせる。

　　その際、調査初期段階あるいは事前段階において、

・社会基礎調査

　を実施し、地域固有の社会システムを把握することが重要である。同様に、

・自律的観光開発に対する地域の理解への努力と参加の確認

　が求められる。ただし、この地域・資源選定については、対象地域外からの合意が得られる

よう、例えば選定理由や評価基準が説明される必要がある。これには、単なる資源や施設

集積の評価だけでなく、住民固有の価値軸による評価が重要となる。あるいは、

・資源・地域選定に関する地域間合意形成の仕組み

　を整えておくことが求められる。これらのためにも、上記の社会基礎調査が重視される。

４－２　地域からのアプローチ・方策

　ここでは、地域と住民が自律的観光開発の必要性を理解し、地域が主体となって地域づくりを

進めるために必要と思われる支援方策についてまとめた。

（1）地域の理解

1）　社会規範の把握

　　住民の歴史観や自然観は、地域固有の習慣やルールと結びついているため、自律的観光

開発のためには、住民社会の仕組み（伝達、意思決定、政情など）について十分に理解する

ことが必要である。具体的には、

・社会構造調査（政治構造、意思決定システム、親族関係など）

・問題発生構造調査（地域の問題発生原因、解決方法など）

　を短期集中で実施する。このような調査を広範囲に行い、それぞれの社会の仕組みや価値

軸を把握すれば、住民参加についても、広域あるいはコミュニティー単位で参加させたほ

うが有効かを判断することができる。
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2）　持続的な事業推進体制の構築

　　事業を持続的に推進し、その成果を得ていくためには次のような事項が課題となる。

・地域が計画段階から実施段階まで参加すること

・地域がリーダーシップを取れる体制づくり

　また、地域住民が事業に参加するには、ある程度階層化がないコミュニティー単位や、それ

よりも大きな単位として自治体レベルでの参加が想定される。いずれの場合においても重要

となるのは、

・コミュニティー・住民と一緒に長期にわたって活動していける指導的な組織

　の存在である。そのためには、NGOや研究者の果たす役割は大きいが、開発の枠組みのな

かで持続的に活動していくためにも、

・コミュニテー・住民に最も近い行政である地方自治体

　が事業にかかわることは重要である。ただし、要請国においては、経済的・人材的にも地方

自治体の力が弱く、中央官庁がリーダーシップを取っていることが多いため、

・地方自治体レベルでの人材育成や組織強化の支援

　が求められる。

　　一方、事業を進めていくコミュニティー・住民側で必要とされるのは、自律的観光開発

の意義・目的の十分な理解と、その持続的な進め方についての技術的指導である。そこ

で、行政においては、中小零細企業支援の窓口だけでなく、自律的観光開発の支援システム

として、

・自律的観光開発のための支援窓口

　を設けることが効果的である。これは、自治体・県・国の各レベルで同様の組織をつくり、

行政組織内で一連の協力･支援体制を整え、各レベルで対応できない事柄を上位レベルに上

げて解決策を検討するシステムである。

　　このように、行政側とコミュニティー・住民側が、頻繁にアクセスできるシステムを構

築し、コミュニティー・住民の孤立化を防ぐことは、事業の持続性において非常に重要とな

る。また、様々な問題に対処していくためには、行政だけでなく、観光や環境にかかわる

民間事業者や教育・研究機関などを、そのシステムに組み込んでいくことも必要である

（⇒委員会づくり）。

　　このようなコミュニティー・住民側や行政、外部組織を含めた体制は、自律的観光開発に

携わる人が替わり、別の人が受け継いで持続的に機能していく仕組みのひとつとして、十

分に構築されなければならない。

（2）地域住民参加の方策

1）　住民参加を始めるためのモチベーションづくり

　　自律的観光開発を始めるにあたり、最初に外部から地域への働きかけ・きっかけづくり

が必要となる。その方策としては、

・既に活動している NGO や研究者とのかかわり（説明会や共同作業）

　のなかで、参加しようとする動機づけが形成される。または、

・事前に行政あるいは専門家が調査・説明し、コミュニティー・住民に働きかける。その

際、コミュニティー・住民の意思を確認すること
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　などが考えられる。

2）　持続的参加・活動のためのモチベーションづくり

　　住民参加を始めたあと、調査・計画・事業などの活動が進められていくなかでも、当事者

のモチベーションを維持していくことが必要となる。

住民のモチベーションづくり

　次項の「資源価値の認識」や「資源の商品化」にも繋がるが、活動の主体となる住民に

対しては、次のような方策でモチベーション維持していくことが考えられる。

・地域の歴史観・自然観の認識：住民が地域の自然・文化とかかわってきた、生活のなか

での固有の歴史観を導き出し、それを観光商品として活用していくことにより、住民自身

にその価値の再認識を促す。

・表彰制度：公的な表彰制度や文化財・保護地域の指定などの権威づけは、資源価値の認

識、自信形成の方策として効果的である。

・資源の共有認識とオーナーシップづくり：関係者とともに活動していくなかで、住民が

みつけた資源から新たな商品をつくっていく過程で、自分たちのものという共有意識と

オーナーシップが生まれる。

行政側（カウンターパート）のモチベーションづくり

　　一方の当事者として、行政側（カウンターパート）のモチベーションづくりとしては、

・自分自身の事業だというオーナーシップづくり

・事業を推進していくためのリーダーシップづくり

・事業の企画、調査・計画するための能力強化

　などが必要と思われる。事業のオーナーシップは、上記の住民との共同作業のなかで、醸成

されると思われるが、リーダーシップや能力強化に関しては、

・人材育成プログラムの実施

・事例研修の実施

　などの支援も必要であろう。ただし、ここで留意すべきことのひとつは、

・研修を実施する側も、研修生側の社会構造を認識する

　ということである。一方の事例研修については、

・要請国と日本では、社会のベース・仕組みが根本的に異なるので、日本の事例でもどのよ

うに適用できるかを具体的に示すこと（そのまま適用できないことを認識しておかなけれ

ばならない）、あるいは、

・研修生側の自然・社会条件などと類似した例を示す

　ことである。つまり、研修側が研修生側の社会構造を認識し、研修生側にとって適用性が高

く柔軟なカリキュラムの設定と履行が求められる。

（3）資源価値認識の方策

　　まずはじめに、自律的観光開発の原資となる地域の資源が、外部からみたときにどのような

価値があるのかをコミュニティー・住民が認識することが必要となる。ただし、これらの作業

については、外部からの研究者や専門家の支援（価値の確認、共同作業、言語化・意識化）が

必要となる。またこれは、（1）地域住民参加の方策で述べた住民の動機づけにも繋がる。
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資源価値の確認

・外部からみた自然・歴史・文化資源の科学的価値（希少性・固有性）の確認

・地域の歴史観・自然観の確認（コミュニティー・住民にとっての価値）

　　この２つを研究者や専門家とコミュニティー・住民との共同作業、あるいは活動のかかわ

りのなかで再発見、確認していく。これらの作業の過程では、住民のなかで資源価値を伝え

たり、情報を共有することができる。

資源価値の認識（言語化・意識化）

・資源地図づくり

・ガイドブックづくり

　　これらの成果物を作成し、資源価値を目に見える物として残すことにより、コミュニ

ティー・住民が情報を蓄え、資源価値をより深く認識し意識化することができる。また、これ

らの成果物を通して、更に資源価値を共有化することができ、外部へのプロモーション・情報

発信も可能となる。

（4）資源商品化の方策

　　次に、このように認識された資源価値を観光商品化（外部の人への見せ方、新しい資源開

発）していくことが必要になる。重要とされるのは、上記の２つの価値、

・地域の歴史観・自然観

・科学的価値

　をいかに組み合わせて、外部に対して示していくかである。特に、地域の歴史観・自然観は、

第三者にとっては馴染みが薄いため、科学的価値を踏まえながら示すことが求められる。

　　加えて、これらの資源を基に、新しい資源をつくり出し商品として売ることが、コミュニ

ティー・住民の意識にとってより大きな展開プロセスとなる。その作業の大半を外部に依存

したとしても、その開発に自らがかかわり、新しい物をつくり出し、しかも売れたということ

は、価値の再認識に繋がり、コミュニティー・住民の誇りや自信を生むきっかけとなる。ま

たここでも、専門家との共同作業を通して、コミュニティー・住民のなかに資源価値の再認

識、伝達、共有化がなされる。これは、（2）の地域住民参加の方策で述べた住民の動機づけに

も繋がる。

・名人の宝（シュロ葺屋根、縄、凧を作る名人、お祈りの名人など）３

・芸能・工芸品の系譜、他地域との関連性による歴史ストーリーづくりと語り部

・薬草や食材の科学的効能と地域の経験的な利用方法、料理の紹介

・動植物の姿・学名と民間伝承との繋がり

・これらと伝統儀式、農業、芸能・工芸体験・学習アトラクション

・及び、自然（海・森林・川）のアトラクション（子供達の遊びの応用）と文化資源アトラク

ション（遺跡などの見学だけでなく、伝統に即した儀式・芸能の再生、あるいは現代的な芸

能・音楽祭との融合）

３　アンバザ村（フィジー）におけるエコツーリズム開発事例
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（5）マーケティングの方策

　　ここで、誰が自律的観光に参加するのか、自律的観光を誰に提供するのか、というマーケ

ティングについて考えると、資源性にもよるが、国家的な資源であれば、開発の内容も海外

マーケットに向けたものが可能となる。また、国や観光業者のプロモーション支援やイン

ターネットによるプロモーション・情報提供が可能であれば、ダイレクトに海外マーケット

（中・長距離市場）を狙うことも可能であろう。

　　しかし、自律的観光開発の想定としては、概してコミュニティー・住民主体の小規模の開発

となるため、当座は近隣国の海外マーケットや国内マーケットが現実的である。しかしこれ

についても、これらマーケットの社会経済動向や志向性と提供できる観光商品について十分

に検討し、判断しなければならない。そこで、その判断の方策のひとつとして、

・パイロットツアーの実施

　があげられる。専門家や旅行業者の支援のもとに実施し、来訪者の志向性と属性の関連性

や観光商品やサービス、施設内容の課題を検討し、事業にフィードバックする。

　　また、より効果的な方策としては、周辺において既に観光集積（ホテル、観光施設、インフ

ラ）がある場合、そこからの

・オプショナルツアー

　によって来訪者を集めることである。これについては、大手ホテルや旅行業者と提携し、

・大手ホテルや旅行業者側には、観光商品の多様化

・地域側には、最小限のプロモーション・インフラ整備で済む

　という、お互いのメリットがある。ただし、

・お互いの役割分担（交通の手配、ガイドの手配）やツアー実施時期、ツアーの規模、収入の

配分など

　の取り決めが必要となる。また、大手ホテルや旅行業者側にも自律的観光の意義・目的を十

分に理解してもらう必要があるため、

・ホテルのツアー担当者の教育

　が必要とされる場合もある。このようなケースでは、政府にとってもツアー推進のため、各

国での観光事務所におけるパンフレット配布など、最小限のサポートでも効果がある。

　　マーケティングについては、上記のようにパンフレットの配布により、観光省などが直接

支援することもあるが、自律的観光開発としては、事業主体となる自治体やコミュニティーが

マーケティングを実施していくことが重要である。そのため、これまでのように、国全体の

マーケティングを目的とした中央官庁など国家レベルでの人材育成だけでなく、

・地域に根ざした自治体やコミュニティーレベルでの人材育成

　も必要とされる。

（6）管理・運営組織づくりの方策

　　自律的観光の持続的な開発・事業推進のためには、これを管理・運営する組織づくりが不可

欠である。そのなかでは、コミュニティー・住民が組織の中心的な構成員となることが重要で

ある。また、このような組織は、国際協力活動など外部からの支援活動量が減少したあと

や、事業に携わる人が替わり、別の人が受け継ぎ機能していくためにも重要である。
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1）　観光産業関係者による管理委員会づくり

　　地域全体の自律的観光開発を統括して管理するためには、行政機関を含めた観光産業関連

者によって構成される委員会づくりが有効である。この委員会は、

・県・市町村の行政機関、コミュニティー（既存の住民組織や自治会）、NGO、民間（観光

関連事業者）、教育・研究機関

　などにより構成され、意思決定の場において住民を含めた関係者のコンセンサスが得ら

れやすいため、円滑に事業を進めていくには効果的である。また、住民が意思決定の場に同

席できることは、参加だけでなく拒否の権利を主張できるためにも重要である。同様に、住

民が、事業の運営や環境問題などについて、専門的な助言を受けられるシステムとしても有

効である。

2）　コミュニティーレベルでの組織づくり

　既存組織（社会システム）を基盤とする新組織づくり

　　事業を実施、管理運営していくための新しいシステムとしての組織を、コミュニティーに

おける従来の社会システムを壊さないように構築し、運営していかなければならない。ま

た、観光にかかわる者とそうでない者の経済格差を是正するためには、利益が広く還元され

る必要がある。そのためにも、新しい組織による利益ストックと分配の管理を行うことが

有効的である。そのひとつの例としては、

・ウーマンズクラブづくり４

　　を組織し、女性による管理を行うことがあげられる。また、

・協同組合づくり５

・観光協会づくり

　なども有効である。また、このような地元組織運営については、所得格差是正のために

も、

・組織をオープンにして、参加したい人にはまず体験してもらう

　ような柔軟な対応も求められる。現実的にエコツーリズムでは、同一箇所における入

れ込み容量を大きくできないことから、ガイドなどの労働単価の高い専門的なサービスの

雇用も多くできないため、個人的な経済格差が生じてしまう。そこで、広く利益を分配す

るためには、参加人員を増やすことが必要になる。そのひとつの方策としては、ガイドや管

理人の

・当番制・輪番制の導入

　が考えられる。また、このように多くの人が組織に参加することで、互いの不正を防止する

効果も期待できる。

　観光利益分配システムづくり

　コミュニティーへの観光利益の社会的還元方策としては、上記の

・ウーマンズクラブや協同組合が一定の利益を管理し、住民全体に利益を分配する、あるい

は、

・基盤施設や教育・福祉活動資金として利用する

　ことが考えられる。

４　アンバザ村（フィジー）におけるエコツーリズム開発事例

５　アンバザ村（フィジー）におけるエコツーリズム開発事例
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